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地域公共交通計画変更届出書 

 

 

 

 令和 年 月 日付け  第  号で国土交通大臣より認定された地域公共交通計画を以

下のとおり変更するので、関係書類を添えて届出します。 

 

 

○ 変更日 

  令和７年８月１２日（火）、８月１３日（水） 

 

 

○ 変更箇所 

  ①表２申請番号８近江大橋線の計画運行回数の変更 

  ②様式１－５ 実車走行キロの変更 

 

 

○ 変更理由 

近江大橋線のお盆ダイヤ期間の変更のため。  

 

 ※本届出書に、変更する事項を全て記した地域公共交通計画を添付すること。 

 ※「変更理由」は、具体的に記述すること。 

承認事項① 



 

 























様式１－５（日本工業規格Ａ列４番）

（担当部門の名称） （責任者役職･氏名） 印

（担当部門の名称） （責任者役職･氏名） 印

実態調査日　　令和　　年　　月　　日　実施

運行系統 年間輸送実績 経常収益 平均乗車密度算定

運賃改定前　適用　　運賃改定後　適用
の平均賃率×日数 ＋ の平均賃率×日数

平均乗車
密　　度
（Ｂ）

総適用日数 (C)×(F)

（G）

8  近江大橋線草津駅西口イオンモール浜大津 16.4 4.6 68,836 4.4 299,436.6 17,006,845 55,678.0 437,629 913,119 18,357,593
50.80/1.1×365

365
46.18 6.6 30.3 無

合計 16.4 4.6 68,836 299,436.6 17,006,845 437,629 913,119 18,357,593 有･無

〔記載要領〕

１.

２.

３.

４.

５.

６.

７.

８.

９.

10.

11.

12.

13.

事 業 者 名

運行計画担当部門

補 助 金 担 当 部 門

運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表

申請
番号

運　行
系統名

起点
主　な
経由地

終点
キロ程
（km）

運　行
回　数
（Ａ）
（回）

輸送人員
(人）

１人平均
乗車キロ

(km)

輸　送
人キロ
(人キロ)

運送収入
（Ｂ）
（円）

実車走行
キロ(Ｃ）
（km）

１人平均乗車キロは、運行系統ごとに実態調査に基づいて記載すること。

運送雑収
（Ｄ）
（円）

営業外
収　益
（Ｅ）
（円）

計
(B)+(D)+(E)

（円）

平均
賃率
（Ｆ）
（円）

輸送量
(A)×(G)

市町村に
よる回数
券購入等
の有無

備考

この書類は、補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（様式1-8に基づく経過措置分の申請に係る添付については当該年度。以下同じ。）の実績について、補
助対象期間の末日現在における状態に応じて、運行系統ごとに作成すること（補助対象系統のみ記載すること）。

申請番号は、生活交通ネットワーク計画認定申請書（経過措置分への添付にあっては補助金交付申請書）の申請番号と同一のものとすること。

起点及び終点は停留所名をもって記載し、主な経由地は他の運行系統と区別できる停留所名をもって記載し、キロ程は小数点以下第１位まで記載すること。

運行回数は、補助対象期間の前々年度中における１日の平均を小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。なお１往復を運行回数１回とし、循環系統の場合
は、１循環で運行回数１回とする。

各運行系統のキロ程、輸送人員、輸送人キロ、運送収入、実車走行キロ、運送雑収及び営業外収益の合計欄については必ず記載すること。

市町村による回数券購入等の有無は、運送収入に含まれるものの有無について記載すること。

輸送人キロは、輸送人員×１人平均乗車キロにより算出すること。

運送収入は、当該運行系統の補助対象期間の前々年度の運送収入について、原則として年１回以上実態調査を実施し、その結果により算出すること。また、実態調査日についても記
載すること。

実車走行キロは、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

平均賃率は、停留所相互間総運賃額÷停留所相互間総キロにより銭単位まで算出すること（銭未満切捨て）。ただし、補助対象期間中の前々年度に運賃改定があった場合の当該運行
系統の平均賃率は、表中の計算式により算出すること。なお、この場合において、スト及び積雪等の理由によりバスが運行されなかった日は適用日数から除くものとする。

平均乗車密度は(B)÷(C)÷(F)と連算し、その値について、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出すること。

備考欄には、補助対象期間の前々年度中に運行回数の変更があった場合、スト及び積雪等の理由によりバスが運行されなかった期間があった場合又は運賃改定があった場合等特記す
べき事項について、変更年月日又は期間及びその内容を記載すること。

旧



様式１－５（日本工業規格Ａ列４番）

（担当部門の名称） （責任者役職･氏名） 印

（担当部門の名称） （責任者役職･氏名） 印

実態調査日　　令和　　年　　月　　日　実施

運行系統 年間輸送実績 経常収益 平均乗車密度算定

運賃改定前　適用　　運賃改定後　適用
の平均賃率×日数 ＋ の平均賃率×日数

平均乗車
密　　度
（Ｂ）

総適用日数 (C)×(F)

（G）

8  近江大橋線草津駅西口イオンモール浜大津 16.4 4.6 68,836 4.4 299,436.6 16,956,751 55,514.0 436,340 910,430 18,303,521
50.80/1.1×365

365
46.18 6.6 30.3 無

合計 16.4 4.6 68,836 299,436.6 16,956,751 436,340 910,430 18,303,521 有･無

〔記載要領〕

１.

２.

３.

４.

５.

６.

７.

８.

９.

10.

11.

12.

13.

事 業 者 名

運行計画担当部門

補 助 金 担 当 部 門

運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表

申請
番号

運　行
系統名

起点
主　な
経由地

終点
キロ程
（km）

運　行
回　数
（Ａ）
（回）

輸送人員
(人）

１人平均
乗車キロ

(km)

輸　送
人キロ
(人キロ)

運送収入
（Ｂ）
（円）

実車走行
キロ(Ｃ）
（km）

１人平均乗車キロは、運行系統ごとに実態調査に基づいて記載すること。

運送雑収
（Ｄ）
（円）

営業外
収　益
（Ｅ）
（円）

計
(B)+(D)+(E)

（円）

平均
賃率
（Ｆ）
（円）

輸送量
(A)×(G)

市町村に
よる回数
券購入等
の有無

備考

この書類は、補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（様式1-8に基づく経過措置分の申請に係る添付については当該年度。以下同じ。）の実績について、補
助対象期間の末日現在における状態に応じて、運行系統ごとに作成すること（補助対象系統のみ記載すること）。

申請番号は、生活交通ネットワーク計画認定申請書（経過措置分への添付にあっては補助金交付申請書）の申請番号と同一のものとすること。

起点及び終点は停留所名をもって記載し、主な経由地は他の運行系統と区別できる停留所名をもって記載し、キロ程は小数点以下第１位まで記載すること。

運行回数は、補助対象期間の前々年度中における１日の平均を小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。なお１往復を運行回数１回とし、循環系統の場合
は、１循環で運行回数１回とする。

各運行系統のキロ程、輸送人員、輸送人キロ、運送収入、実車走行キロ、運送雑収及び営業外収益の合計欄については必ず記載すること。

市町村による回数券購入等の有無は、運送収入に含まれるものの有無について記載すること。

輸送人キロは、輸送人員×１人平均乗車キロにより算出すること。

運送収入は、当該運行系統の補助対象期間の前々年度の運送収入について、原則として年１回以上実態調査を実施し、その結果により算出すること。また、実態調査日についても記
載すること。

実車走行キロは、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

平均賃率は、停留所相互間総運賃額÷停留所相互間総キロにより銭単位まで算出すること（銭未満切捨て）。ただし、補助対象期間中の前々年度に運賃改定があった場合の当該運行
系統の平均賃率は、表中の計算式により算出すること。なお、この場合において、スト及び積雪等の理由によりバスが運行されなかった日は適用日数から除くものとする。

平均乗車密度は(B)÷(C)÷(F)と連算し、その値について、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出すること。

備考欄には、補助対象期間の前々年度中に運行回数の変更があった場合、スト及び積雪等の理由によりバスが運行されなかった期間があった場合又は運賃改定があった場合等特記す
べき事項について、変更年月日又は期間及びその内容を記載すること。

新



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 







表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 7年度

起点 経由地 終点 運行態様の別
基準ハで該
当する要件
（別表７・９）

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

基準ホで該
当する要件
（別表７のみ）

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

計画
運行
日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

運
送
継
続
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７・別表９・別表１０）

大津市

近江鉄道（株）

(1) 花屋敷鶴の里団地線①

市区町村名 運送予定者名
運行系統名等
（申請番号）

運行系統

系統
キロ程

③
復　　　ｋｍ

(2) 花屋敷鶴の里団地線②
花屋敷
池の里
南

大津駅 浜大津
往5.2ｋｍ

1215.5回 路線定期運行 ②（2）
浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

花屋敷
池の里
南

鶴の里
団地、大
津駅

浜大津
往5.7ｋｍ

365日

浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

③
復　　　ｋｍ

(3) 花屋敷鶴の里団地線③ 浜大津 大津駅
花屋敷
池の里
南

365日 1157.0回 路線定期運行 ②（2）

②（2）
浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

③
復　　　ｋｍ

(4) 花屋敷鶴の里団地線④ 浜大津
大津駅、
鶴の里
団地

往4.8ｋｍ
365日 1033.0回 路線定期運行

路線定期運行 ②（2）
浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

③
復　　　ｋｍ

京阪バス（株）

(5) 大津比叡平線①
大津京
駅

比叡平口、
一丁目南

花屋敷
池の里
南

往5.3ｋｍ
365日 1277.5回

路線定期運行 ②（2）
大津京駅停留所におい
てJR湖西線大津京駅と
接続する

③
復9.1ｋｍ

(6) 大津比叡平線② 大津駅

比叡平
往9.1ｋｍ

365日 2002.5回

路線定期運行 ②（2）
大津駅停留所において
JR琵琶湖線大津駅と接
続する

③
復12.7ｋｍ

大津京駅、
比叡平口、
一丁目南

比叡平
往12.6ｋｍ

365日 605.0回

変更前



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 7年度

起点 経由地 終点 運行態様の別
基準ハで該
当する要件
（別表７・９）

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

基準ホで該
当する要件
（別表７のみ）

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

計画
運行
日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

運
送
継
続
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７・別表９・別表１０）

(1) 花屋敷鶴の里線①

市区町村名 運送予定者名
運行系統名等
（申請番号）

運行系統

系統
キロ程

(2) 花屋敷鶴の里線②
花屋敷
池の里
南

大津駅 浜大津

1214.5回
花屋敷
池の里
南

鶴の里
団地、大
津駅

浜大津
往5.7ｋｍ

365日

浜大津

往5.2ｋｍ
365日 1158.0回 路線定期運行

③
復　　　ｋｍ

路線定期運行 ②（2）
浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

花屋敷鶴の里線④ 浜大津

近江鉄道（株）
路線定期運行 ②（2）

浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

③
復　　　ｋｍ

大津駅
花屋敷
池の里
南

往4.8ｋｍ
365日 1032.0回

②（2）
浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

③
復　　　ｋｍ

(3) 花屋敷鶴の里線③

路線定期運行 ②（2）
浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

③
復　　　ｋｍ

大津駅、
鶴の里
団地

花屋敷
池の里
南

往5.3ｋｍ
365日 1277.5回

③
大津京駅停留所におい
てJR湖西線大津京駅と
接続する

②（2）路線定期運行

路線定期運行 ②（2）
大津駅停留所において
JR琵琶湖線大津駅と接
続する

③

2004.0回365日比叡平
比叡平口、
一丁目南

大津京
駅

往9.1ｋｍ

復9.1ｋｍ

大津市

(5) 大津比叡平線①

復12.7ｋｍ

大津京駅、
比叡平口、
一丁目南

比叡平
往12.6ｋｍ

365日 604.0回(6) 大津比叡平線② 大津駅

京阪バス（株）

(4)

変更後



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 8年度

起点 経由地 終点 運行態様の別
基準ハで該
当する要件
（別表７・９）

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

基準ホで該
当する要件
（別表７のみ）

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

計画
運行
日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

運
送
継
続
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７・別表９・別表１０）

大津市

近江鉄道（株）

(1) 花屋敷鶴の里団地線①

市区町村名 運送予定者名
運行系統名等
（申請番号）

運行系統

系統
キロ程

③
復　　　ｋｍ

(2) 花屋敷鶴の里団地線②
花屋敷
池の里
南

大津駅 浜大津
往5.2ｋｍ

1214.5回 路線定期運行 ②（2）
浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

花屋敷
池の里
南

鶴の里
団地、大
津駅

浜大津
往5.7ｋｍ

365日

浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

③
復　　　ｋｍ

(3) 花屋敷鶴の里団地線③ 浜大津 大津駅
花屋敷
池の里
南

往4.8ｋｍ

365日 1158.0回 路線定期運行 ②（2）

浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

③
復　　　ｋｍ

(4) 花屋敷鶴の里団地線④ 浜大津
大津駅、
鶴の里
団地

花屋敷
池の里
南

365日 1032.0回 路線定期運行 ②（2）

②（2）
浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

③
復　　　ｋｍ

京阪バス（株）

(5) 大津比叡平線①
大津京
駅

比叡平口、
一丁目南

比叡平

往5.3ｋｍ
365日 1277.5回 路線定期運行

②（2）
大津京駅停留所におい
てJR湖西線大津京駅と
接続する

③
復9.1ｋｍ

(6) 大津比叡平線② 大津駅
大津京駅、
比叡平口、
一丁目南

往9.1ｋｍ
365日 1999.5回 路線定期運行

路線定期運行 ②（2）
大津駅停留所において
JR琵琶湖線大津駅と接
続する

③
復12.7ｋｍ

比叡平
往12.6ｋｍ

365日 603.0回

変更前



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 8年度

起点 経由地 終点 運行態様の別
基準ハで該
当する要件
（別表７・９）

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

基準ホで該
当する要件
（別表７のみ）

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

計画
運行
日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

運
送
継
続
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７・別表９・別表１０）

大津市

(1) 花屋敷鶴の里線①

市区町村名 運送予定者名
運行系統名等
（申請番号）

運行系統

系統
キロ程

③
復　　　ｋｍ

(2) 花屋敷鶴の里線②
花屋敷
池の里
南

大津駅 浜大津

1213.0回 路線定期運行 ②（2）
浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

花屋敷
池の里
南

鶴の里
団地、大
津駅

浜大津
往5.7ｋｍ

365日

③
復　　　ｋｍ

(3) 花屋敷鶴の里線③ 浜大津

往5.2ｋｍ
365日 1159.5回 路線定期運行

復　　　ｋｍ
大津駅

花屋敷
池の里
南

往4.8ｋｍ
365日 1030.5回

②（2）
浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

京阪バス（株）

路線定期運行 ②（2）
浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

③
復　　　ｋｍ

大津駅、
鶴の里
団地

花屋敷
池の里
南

往5.3ｋｍ
365日 1277.5回(4) 花屋敷鶴の里線④ 浜大津

近江鉄道（株）
路線定期運行 ②（2）

浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

③

(6) 大津比叡平線② 大津駅

往9.1ｋｍ
365日 2002.5回(5) 大津比叡平線①

大津京
駅

比叡平口、
一丁目南

比叡平

③
復12.7ｋｍ

大津京駅、
比叡平口、
一丁目南

比叡平
往12.6ｋｍ

365日 605.0回

②（2）
大津京駅停留所におい
てJR湖西線大津京駅と
接続する

③
復9.1ｋｍ

路線定期運行

路線定期運行 ②（2）
大津駅停留所において
JR琵琶湖線大津駅と接
続する

変更後



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 9年度

起点 経由地 終点 運行態様の別
基準ハで該
当する要件
（別表７・９）

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

基準ホで該
当する要件
（別表７のみ）

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

計画
運行
日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

運
送
継
続
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７・別表９・別表１０）

大津市

近江鉄道（株）

(1) 花屋敷鶴の里団地線①

市区町村名 運送予定者名
運行系統名等
（申請番号）

運行系統

系統
キロ程

③
復　　　ｋｍ

(2) 花屋敷鶴の里団地線②
花屋敷
池の里
南

大津駅 浜大津
往5.2ｋｍ

1215.5回 路線定期運行 ②（2）
浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

花屋敷
池の里
南

鶴の里
団地、大
津駅

浜大津
往5.7ｋｍ

365日

浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

③
復　　　ｋｍ

(3) 花屋敷鶴の里団地線③ 浜大津 大津駅
花屋敷
池の里
南

往4.8ｋｍ
365日

365日 1157.0回 路線定期運行 ②（2）

③
復　　　ｋｍ

(4) 花屋敷鶴の里団地線④ 浜大津
大津駅、
鶴の里
団地

花屋敷
池の里
南

往5.3ｋｍ

1033.0回 路線定期運行 ②（2）
浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

③
復　　　ｋｍ

京阪バス（株）

(5) 大津比叡平線①
大津京
駅

比叡平口、
一丁目南

比叡平
往9.1ｋｍ

365日 1277.5回 路線定期運行 ②（2）

大津京駅停留所におい
てJR湖西線大津京駅と
接続する

③
復9.1ｋｍ

(6) 大津比叡平線② 大津駅
大津京駅、
比叡平口、
一丁目南

比叡平

365日 2001.0回 路線定期運行 ②（2）

②（2）
大津駅停留所において
JR琵琶湖線大津駅と接
続する

③
復12.7ｋｍ

往12.6ｋｍ
365日 604.0回 路線定期運行

変更前



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 9年度

起点 経由地 終点 運行態様の別
基準ハで該
当する要件
（別表７・９）

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

基準ホで該
当する要件
（別表７のみ）

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

計画
運行
日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

運
送
継
続
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７・別表９・別表１０）

大津市

(1) 花屋敷鶴の里線①

市区町村名 運送予定者名
運行系統名等
（申請番号）

運行系統

系統
キロ程

③
復　　　ｋｍ

(2) 花屋敷鶴の里線②
花屋敷
池の里
南

大津駅 浜大津

1213.0回 路線定期運行 ②（2）
浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

花屋敷
池の里
南

鶴の里
団地、大
津駅

浜大津
往5.7ｋｍ

365日

③
復　　　ｋｍ

(3) 花屋敷鶴の里線③ 浜大津

往5.2ｋｍ
365日 1159.5回 路線定期運行

復　　　ｋｍ
大津駅

花屋敷
池の里
南

往4.8ｋｍ
365日 1030.5回

②（2）
浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

京阪バス（株）

路線定期運行 ②（2）
浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

③
復　　　ｋｍ

大津駅、
鶴の里
団地

花屋敷
池の里
南

往5.3ｋｍ
365日 1277.5回(4) 花屋敷鶴の里線④ 浜大津

近江鉄道（株）
路線定期運行 ②（2）

浜大津停留所において
京阪大津線びわ湖浜大
津駅と接続する

③

(6) 大津比叡平線② 大津駅

往9.1ｋｍ
365日 1999.5回(5) 大津比叡平線①

大津京
駅

比叡平口、
一丁目南

比叡平

③
復12.7ｋｍ

大津京駅、
比叡平口、
一丁目南

比叡平
往12.6ｋｍ

365日 603.0回

②（2）
大津京駅停留所におい
てJR湖西線大津京駅と
接続する

③
復9.1ｋｍ

路線定期運行

路線定期運行 ②（2）
大津駅停留所において
JR琵琶湖線大津駅と接
続する

変更後



花屋敷鶴の里団地線運行日数（R7：2024/10/1～2025/9/30）

１．運行日数
平日 土曜日 日祝日

１０月 22 4 5
１１月 20 4 6
１２月 20 4 7
１月 19 4 8
２月 18 4 6
３月 20 5 6
４月 21 4 5
５月 20 4 7
６月 21 4 5
７月 22 4 5
８月 16 4 11
９月 20 4 6
合計 239 49 77

２．キロ程及び運行回数
運行 申請
系統 番号 平日 土曜 日祝日 平日 土曜 日祝日

往 5.7 7 6 6
復
往 5.2 6 7 7
復
往 4.8 6 5 5
復
往 5.3 7 7 7
復

３．補助対象期間の総運行回数及び１日平均運行回数
運行 申請 総運行 １日平均
系統 番号 平日 土曜 日祝日 合計 日数 運行回数

3,107.0 612.5 962.5 4,682.0 183 25.5

４．補助対象期間の総走行キロ
運行 申請 総運行 １日平均
系統 番号 平日 土曜 日祝日 合計 日数 走行キロ

21,139.6 4,064.6 6,387.2 31,591.3 365 54.3

31
30
31
30
31
31

キロ程

合計
31
30
31
31
28

30
365

主な 運行回数(片道） 運行回数(往復）
経過地

花屋敷鶴の
里団地線

1
花屋敷
池の里南

鶴の里団
地、大津駅

浜大津 3.5 3.0 3.0

2
花屋敷
池の里南

大津駅 浜大津 3.0 3.5 3.5

終点
往
復

起点

2.5

4 浜大津
大津駅、鶴
の里団地

花屋敷
池の里南

3.5 3.5 3.5

3 浜大津 大津駅
花屋敷
池の里南

3.0 2.5

122.5

5.2 717.0 171.5 269.5 1,158.0

起点
主な

終点
キロ程 運行回数（往復）

経過地 （片道）

花屋敷鶴の
里団地線

1  花屋敷池の里南 鶴の里団地、大津駅 浜大津 5.7

2  花屋敷池の里南 大津駅 浜大津

3 浜大津 大津駅  花屋敷池の里南 4.8

合計

365

365

836.5 147.0 231.0 1,214.5 365

2.8

4 浜大津 大津駅、鶴の里団地  花屋敷池の里南 5.3 836.5 171.5 269.5 1,277.5 365 3.5

192.5 1,032.0

3.3

3.1

717.0

起点 主な 終点
キロ程 総実車走行キロ

9,536.1 1,675.8 2,633.4 13,845.3 365 37.9

（片道）

花屋敷鶴の
里団地線

1  花屋敷池の里南 鶴の里団地、大津駅 浜大津 5.7

2  花屋敷池の里南 大津駅 365 16.4

3 浜大津 大津駅  花屋敷池の里南 4.8 3,441.6 588.0 924.0

浜大津 5.2 3,728.4 891.8 1,401.4 6,021.6

1,428.4 6,770.8 365 18.5

合計

4,953.6 365 13.5

4 浜大津 大津駅、鶴の里団地  花屋敷池の里南 5.3 4,433.5 909.0



花屋敷鶴の里団地線運行日数（R8：2025/10/1～2026/9/30）

１．運行日数
平日 土曜日 日祝日

１０月 22 4 5
１１月 18 5 7
１２月 20 4 7
１月 19 4 8
２月 18 4 6
３月 21 4 6
４月 21 4 5
５月 18 5 8
６月 22 4 4
７月 22 4 5
８月 16 4 11
９月 19 4 7
合計 236 50 79

２．キロ程及び運行回数
運行 申請
系統 番号 平日 土曜 日祝日 平日 土曜 日祝日

往 5.7 7 6 6
復
往 5.2 6 7 7
復
往 4.8 6 5 5
復
往 5.3 7 7 7
復

３．補助対象期間の総運行回数及び１日平均運行回数
運行 申請 総運行 １日平均
系統 番号 平日 土曜 日祝日 合計 日数 運行回数

3,068.0 625.0 987.5 4,680.5 183 25.5

４．補助対象期間の総走行キロ
運行 申請 総運行 １日平均
系統 番号 平日 土曜 日祝日 合計 日数 走行キロ

20,874.2 4,147.5 6,553.1 31,574.8 365 54.3

31
30
31
30
31
31

キロ程

合計
31
30
31
31
28

30
365

主な 運行回数(片道） 運行回数(往復）
経過地

花屋敷鶴の
里団地線

1
花屋敷
池の里南

鶴の里団
地、大津駅

浜大津 3.5 3.0 3.0

2
花屋敷
池の里南

大津駅 浜大津 3.0 3.5 3.5

終点
往
復

起点

2.5

4 浜大津
大津駅、鶴
の里団地

花屋敷
池の里南

3.5 3.5 3.5

3 浜大津 大津駅
花屋敷
池の里南

3.0 2.5

125.0

5.2 708.0 175.0 276.5 1,159.5

起点
主な

終点
キロ程 運行回数（往復）

経過地 （片道）

花屋敷鶴の
里団地線

1  花屋敷池の里南 鶴の里団地、大津駅 浜大津 5.7

2  花屋敷池の里南 大津駅 浜大津

3 浜大津 大津駅  花屋敷池の里南 4.8

合計

365

365

826.0 150.0 237.0 1,213.0 365

2.8

4 浜大津 大津駅、鶴の里団地  花屋敷池の里南 5.3 826.0 175.0 276.5 1,277.5 365 3.5

197.5 1,030.5

3.3

3.1

708.0

起点 主な 終点
キロ程 総実車走行キロ

9,416.4 1,710.0 2,701.8 13,828.2 365 37.8

（片道）

花屋敷鶴の
里団地線

1  花屋敷池の里南 鶴の里団地、大津駅 浜大津 5.7

2  花屋敷池の里南 大津駅 365 16.5

3 浜大津 大津駅  花屋敷池の里南 4.8 3,398.4 600.0 948.0

浜大津 5.2 3,681.6 910.0 1,437.8 6,029.4

1,465.5 6,770.8 365 18.5

合計

4,946.4 365 13.5

4 浜大津 大津駅、鶴の里団地  花屋敷池の里南 5.3 4,377.8 927.5



花屋敷鶴の里団地線運行日数（R9：2026/10/1～2027/9/30）

１．運行日数
平日 土曜日 日祝日

１０月 21 5 5
１１月 19 4 7
１２月 19 4 8
１月 19 4 8
２月 18 4 6
３月 22 4 5
４月 21 4 5
５月 18 5 8
６月 22 4 4
７月 21 5 5
８月 16 3 12
９月 20 4 6
合計 236 50 79

２．キロ程及び運行回数
運行 申請
系統 番号 平日 土曜 日祝日 平日 土曜 日祝日

往 5.7 7 6 6
復
往 5.2 6 7 7
復
往 4.8 6 5 5
復
往 5.3 7 7 7
復

３．補助対象期間の総運行回数及び１日平均運行回数
運行 申請 総運行 １日平均
系統 番号 平日 土曜 日祝日 合計 日数 運行回数

3,068.0 625.0 987.5 4,680.5 183 25.5

４．補助対象期間の総走行キロ
運行 申請 総運行 １日平均
系統 番号 平日 土曜 日祝日 合計 日数 走行キロ

20,874.2 4,147.5 6,553.1 31,574.8 365 54.3

18.5

合計

4,946.4 365 13.5

4 浜大津 大津駅、鶴の里団地  花屋敷池の里南 5.3 4,377.8 927.5

3,681.6 910.0 1,437.8 6,029.4

1,465.5 6,770.8 365

365 37.8

（片道）

花屋敷鶴の
里団地線

1  花屋敷池の里南 鶴の里団地、大津駅 浜大津 5.7

2  花屋敷池の里南 大津駅 365 16.5

3 浜大津 大津駅  花屋敷池の里南 4.8 3,398.4 600.0 948.0

浜大津 5.2

起点 主な 終点
キロ程 総実車走行キロ

9,416.4 1,710.0 2,701.8 13,828.2

365

365

826.0 150.0 237.0 1,213.0 365

2.8

4 浜大津 大津駅、鶴の里団地  花屋敷池の里南 5.3 826.0 175.0 276.5 1,277.5 365 3.5

197.5 1,030.5

3.3

3.1

708.0
花屋敷鶴の
里団地線

1  花屋敷池の里南 鶴の里団地、大津駅 浜大津 5.7

2  花屋敷池の里南 大津駅 浜大津

3 浜大津 大津駅  花屋敷池の里南 4.8

合計

125.0

5.2 708.0 175.0 276.5 1,159.5

起点
主な

終点
キロ程 運行回数（往復）

経過地 （片道）

大津駅、鶴
の里団地

花屋敷
池の里南

3.5 3.5 3.5

3 浜大津 大津駅
花屋敷
池の里南

3.0 2.5

運行回数(片道） 運行回数(往復）
経過地

花屋敷鶴の
里団地線

1
花屋敷
池の里南

鶴の里団
地、大津駅

浜大津 3.5 3.0 3.0

2
花屋敷
池の里南

大津駅 浜大津 3.0 3.5 3.5

終点
往
復

起点

2.5

4 浜大津

31
30
31
30
31
31

キロ程

合計
31
30
31
31
28

30
365

主な




